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終活サロン資料

終活とは 長い老後を豊かに暮らす知恵 終活のキーワード ／迷惑をかけたくない

“心身共に健全な内に準備”

◆終活とは一般的に

「人生の終わりをより良く締めくくる為、葬儀・お墓・遺産相続・遺言等を準備する活動

「大切な家族の為に、そして自分の為に『ありがとう』を伝える活動」を指します。

終活への準備

家族・遺族へ
伝える

内容をエンディングノートに
記録しておく

（詳細：NO：２）

NO.１-①



◆財産の棚卸

貸金・
借金の残額把握

◆家計
・娯楽（趣味）
・住居費用等

年金・配当
・保険

預貯金・
株式・不動産等

老後の
資金計画

使うお金

先々に
備えて

相続財産

◆相続人の確定
・遺言書等

◆相続財産の確定
・相続税の計算

◆生前贈与

エクセルシートで
シュミレーション

（詳細 NO:３）

◆医療費・介護費
（介護の方法）

・認知症対策
◆葬儀/お墓/仏壇

『収入金・資産の把握』

NO.１-②



１．自分自身に関する情報

＜自分の事について＞

・出生地／家族親族等

・マイナンバーカード

・パスポート

・免許証

・スマホ／パソコン等端末のデータやＩＤ：パスワード

＜資産内容＞

・預貯金／有価証券他金融資産／（銀行名口座番号）

・不動産に関する内容

・貸金の内容

エンディングノートとは、
将来自分の万一の事態に備え家族や周りの人に自分の思いや

伝えたいことを記入しておくノート

NO.２-①



１．自分自身に関する情報
＜負債について＞

・借入金／ローン等債務内容

・公共料金、クレジットカード等自動引落としの情報

＜年金・保険について＞

・厚生年金／国民年金等の番号

・加入している保険会社と商品名（生命保険等）

２．メッセージや思い出
・学生時代の思い出

・職場等仕事仲間とのエピソード

・趣味／好きなもの

・家族／友人へのメッセージ

・ペットの扱い

エンディングノートとは、
将来自分の万一の事態に備え家族や周りの人に自分の思いや

伝えたいことを記入しておくノート

NO.２-②



３．もしもの時に対する考えや希望

・希望する介護の方法（高齢者施設か自宅か）

・終末期医療／尊厳死

・葬儀のやり方／お墓（一般葬か家族葬か）

・財産の相続について

・遺言等

４．エンディングノートの活用のポイント

・定期的に見直すこと（出来れば、毎年更新を）

・ノートの存在と保管場所を託す人だけに伝えておく

・法的拘束力は有りません

・エンディングノートを作成し、ご自身をふり返って戴き子供、

孫の世代に繋いでください。

エンディングノートとは、
将来自分の万一の事態に備え家族や周りの人に自分の思いや

伝えたいことを記入しておくノート

NO.２-③



NO.３



“終活三つの課題”
『目標を早く持って生活の中で習慣化し
気分良く最後を全うする』

NO.４-①



“終活三つの課題”

NO.４-②

『目標を早く持って生活の中で習慣化し
気分良く最後を全うする』



◆相続財産の評価
NO.５



配偶者と兄弟姉妹（甥・姪）

配偶者
子供（孫）

兄弟姉妹（甥・姪）

配偶者

配偶者いない

子供（孫）いる

子供（孫）いない 父・母いる

父・母いない

子供（孫）いる

国庫帰属

子供（孫）いない 父・母 いる

父・母いない

配偶者と子供（孫）

兄弟姉妹（甥・姪）いる

兄弟姉妹（甥・姪）いない

兄弟姉妹（甥・姪）いる

兄弟姉妹（甥・姪）いない

父母

常に
相続人

相続順位
１位：子供
２位：父母
３位：兄弟姉妹

（甥・姪）

＜代襲相続人＞ ：子供・兄弟姉妹が亡くなった場合はその子（孫、甥・姪）が相続人となる

配偶者と父母

NO.６

配偶者いる



※遺言書の作成が特に必要な場合

①法定相続割合を異なる相続をさせる場合
②相続人が配偶者と兄弟姉妹で配偶者へすべて相続させたい
③子供の配偶者に一部を相続させたい
（例）子供は３人で、長男は死亡し子供はいないので相続人は次男と長女で

あるが、長男の妻が世話をしていたので、財産の一部を相続させたい
④子供が相続人であるが、一代飛ばして孫に相続させたい

NO.７

<遺言書の種類>



NO.８



◆暦年課税制度

一年間に受贈財産価額から１１０万円を超えた
金額にかかる税金
尚、相続税を計算する際に相続開始(贈与者死
亡）前３年以内に贈与を受けていた場合、３年
間分の贈与額を加算し、相続税を計算する
贈与者・受贈者：制限なし
税 率：贈与額によって異なる

NO.９

◆相続時精算課税制度

贈与する人が亡くなった時の相続財産にこの制
度を適用した贈与額を加算し相続税額を計算し
ます
制度選択年の翌年３月１５日までに選択届出が
必要
但し、一度選択すると暦年課税への変更は不可
一度に大きな財産を移転することが可能
非課税枠：累計２,５００万円
贈与者：６０歳以上の親又は祖父母
受贈者：１８歳以上の子又は孫
税 率：２０％

生前贈与の活用



NO.１０



相続法改正の概要
NO.１１

①遺留分制度の見直し
（施行日：2019年7月1日）

遺留分侵害の請求に金銭で解決出来る

②婚姻期間２０年以上の夫婦間自宅贈与
（施行日：2019年7月1日）

住宅を遺産分割の対象から除外され、

贈与時に配偶者控除（最高2,000万円迄）
の活用が可能

③相続人以外への者の貢献に対しての特別寄与
（施行日：2019年7月1日）

相続人でない親族（長男の妻）が相続人に対して

金銭を請求出来る（遺言書の作成が必要）

④配偶者居住権の創設
（施行日：2020年4月1日）

配偶者が自宅での居住を継続して、

他の財産も取得出来る

（メモ）



NO.１２－①



NO.１２－②



ありがとうございました。

 先ずは、エンディングノートを作成し、ご自身をふり返って

戴き子供、孫の世代に繋いでください。

 エンディングノートは毎年見直してください。
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